
一

（
農
林
水
産
委
員
会
）

森
林
の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
三
号
）
（
衆

議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
我
が
国
森
林
に
よ
る
二
酸
化
炭
素
の
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
の
重
要
性
に
鑑
み
、
令
和
十
二
年
度
ま
で

の
間
に
お
け
る
森
林
の
間
伐
等
の
実
施
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

一
、
現
行
法
に
よ
る
支
援
措
置
の
延
長

１

特
定
間
伐
等
（
森
林
の
間
伐
又
は
造
林
で
令
和
十
二
年
度
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
も
の
）
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
計

画
を
作
成
し
た
市
町
村
に
対
す
る
交
付
金
の
交
付
、
同
計
画
に
基
づ
き
地
方
公
共
団
体
が
支
出
す
る
特
定
間
伐
等
の
実
施

及
び
助
成
に
要
す
る
経
費
に
係
る
地
方
債
の
起
債
の
特
例
等
の
支
援
措
置
を
引
き
続
き
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

２

特
定
母
樹
（
特
に
優
良
な
種
苗
を
生
産
す
る
た
め
の
種
穂
の
採
取
に
適
す
る
樹
木
で
あ
っ
て
、
成
長
に
係
る
特
性
の
特

に
優
れ
た
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
）
の
増
殖
に
取
り
組
む
計
画
を
作
成
し
、
都
道
府
県
知
事
の
認

定
を
受
け
た
者
に
対
す
る
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
償
還
期
間
の
延
長
等
の
支
援
措
置
を
令
和
十
二
年
度
ま
で
引
き



二

続
き
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
成
長
に
優
れ
た
苗
木
に
よ
る
再
造
林
の
実
施
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
の
創
設

１

都
道
府
県
知
事
は
、
特
定
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
又
は
特
定
間
伐
等
及
び
特
定
母
樹
の
増
殖
の
実

施
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
総
称
す
る
。
）
に
、
特
定
植
栽
（
特
定
間
伐
等
の
う
ち
増
殖
さ

れ
た
特
定
母
樹
の
種
穂
か
ら
育
成
さ
れ
た
苗
木
を
植
栽
す
る
こ
と
）
の
実
施
を
促
進
す
べ
き
区
域
（
以
下
「
特
定
植
栽
促

進
区
域
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

２

特
定
植
栽
促
進
区
域
内
で
基
本
方
針
に
定
め
ら
れ
た
事
項
に
基
づ
き
、
特
定
植
栽
を
行
う
事
業
を
実
施
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
特
定
植
栽
事
業
計
画
を
作
成
し
、
都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

３

２
の
認
定
を
受
け
た
者
に
対
す
る
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
償
還
期
間
の
延
長
等
の
支
援
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と

す
る
。

三
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


